
（９）蕨市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正について  

 

蕨市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則  

 

蕨市立図書館設置及び管理条例施行規則（昭和５４年蕨市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。  

第３条第１項第１号を削り、同項第２号中「国民の祝日」を「国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日」という。）」に改め、

「ときは」の次に「開館日とし」を加え、「翌日も」を「翌日を」に改め、同号を同項

第１号とし、同項中第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。  

第４条の表図書館の項中「金曜日」の次に「（前条第１項の休館日及び祝日を除

く。）」を加え  、「土曜日～日曜日」を「土曜日、日曜日及び祝日」に改める。  

第１０条の見出し中「貸出冊数」を「図書資料  の貸出点数」に改め、  同条中「５

冊」を「１０点」に改める。  

第１３条の見出し中「貸出冊数」を「団体の  図書館資料の貸出点数」に改め、同条

第１項中「冊数」を「点数」に、「５０冊」を「５０点」に改める。   

第１５条の見出しを「視聴覚資料の貸出点数及び期間」に改め、  同条の表紙芝居の

項を削り、同表コンパクトディスク及び録音テープの項中「４点」を「５点」に改め、

同表ビデオテープ及びデジタルバーサタイルディスクの項中「３点」を「５点」に改め

る。  

附  則  

この規則は、令和５年７月１日から施行する。  

資料  ９  

３１ 


